
※この法令は廃止されています。

平成二十三年政令第百六十五号

東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令

内閣は、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律（平成二十三年法律第六十四号）第二条第一項及び第四項の規

定に基づき、この政令を制定する。

（震災特例旅券の発行の対象となる被災者）

第一条　東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項に規定する政令で定める被

災者は、その居住する住宅について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、全壊、流失、半壊、

床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。

（都道府県が処理する事務）

第二条　法第二条第四項に規定する外務大臣が行う震災特例旅券（同条第三項に規定する震災特例旅券をいう。以下同じ。）の発行に関す

る事務のうち震災特例旅券の作成（旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）第七条の規定による電磁的方法による記録を含む。）の

事務は、法第二条第四項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、旅券法第三条第一項ただし書の規定によ

り申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。

２　前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県

知事に適用があるものとする。

３　第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に

規定する第一号法定受託事務とする。

附　則　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年七月一日政令第二百四十五号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。
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